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(57)【要約】
【課題】容易に開固着の判定ができる供給制御装置を提
供する。
【解決手段】供給制御装置１０は、燃料供給源１から内
燃機関２までの間に設けられた燃料供給経路１１と、燃
料供給経路１１に直列に設けられ、少なくとも２つ以上
の複数の燃料ガス供給弁１２と、複数の燃料ガス供給弁
１２の下流側に設けられ、圧力を検知する燃料圧力セン
サ１３と、複数の燃料ガス供給弁１２に開閉させる指令
を送信する制御部１４とを備えている。制御部１４は、
複数の燃料ガス供給弁１２のうち、いずれか１つの燃料
ガス供給弁１２に閉指令を送信し、他の全ての燃料ガス
供給弁１２に開指令を送信した後、燃料圧力センサ１３
で規定値以上の圧力を検知した場合、閉指令を送信した
燃料ガス供給弁１２が開固着であると判定する開固着チ
ェック制御を実施する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料供給源から内燃機関への燃料ガスの供給を制御する供給制御装置であって、
　前記燃料供給源から前記内燃機関までの間に設けられた燃料供給経路と、
　前記燃料供給経路に直列に設けられ、少なくとも２つ以上の複数の燃料ガス供給弁と、
　前記燃料供給経路の燃料ガスを供給する供給方向において、前記複数の燃料ガス供給弁
の下流側に設けられ、圧力を検知する燃料圧力センサと、
　前記複数の燃料ガス供給弁に開閉させる指令を送信する制御部とを備えた供給制御装置
であって、
　前記制御部は、
　前記複数の燃料ガス供給弁のうち、いずれか１つの燃料ガス供給弁に閉指令を送信し、
他の全ての燃料ガス供給弁に開指令を送信する開閉指令ステップと、
　前記開閉指令ステップの後、前記燃料圧力センサで予め設定された規定値以上の圧力を
検知した場合、閉指令を送信した前記１つの燃料ガス供給弁が開固着であると判定する開
固着判定ステップとを含む開固着チェック制御を実施する構成とされ、
　前記開固着チェック制御では、前記複数の燃料ガス供給弁の全てが開固着であるかどう
かを判定するまで、閉指令を送信する燃料ガス供給弁を変更して、前記開閉指令ステップ
と前記開固着判定ステップとを繰り返すこと
　を特徴とする供給制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の供給制御装置であって、
　前記制御部は、前記内燃機関が始動する際に、前記開固着チェック制御を実施すること
　を特徴とする供給制御装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の供給制御装置であって、
　前記制御部は、前記内燃機関が停止する際に、前記開固着チェック制御を実施すること
　を特徴とする供給制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料供給源から内燃機関への燃料ガスの供給を制御する供給制御装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、内燃機関が様々な用途に利用されるようになっている。この内燃機関に至る
燃料供給経路では、燃料ガスの供給開始と停止とを切り替えるため、遮断弁などが設けら
れ、内燃機関の焼き付きを防いでいる。このように、内燃機関を用いたシステムにおいて
、遮断弁が重要な役割を担っているので、遮断弁の故障診断に対して、様々な提案がなさ
れている（例えば、特許文献１参照。）。つまり、遮断弁においては、開いたまま閉じな
い状態（開固着）となり、燃料供給経路の閉塞が不完全なため、燃料ガスが漏れるといっ
た問題が懸念されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５４２５６７７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の遮断弁故障診断装置では、気体燃料タンクの直後に配置された第１
遮断弁と、レギュレータの直前に配置された第２遮断弁とを備え、第１遮断弁の閉弁制御
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を行ってから、所定時間経過後に第２遮断弁の閉弁制御を行い、第２遮断弁の閉弁制御後
における、第１遮断弁と第２遮断弁との間の燃料圧力の変化傾向に基づいて、第１遮断弁
および第２遮断弁の故障診断を行う。
【０００５】
　しかしながら、上述した遮断弁故障診断装置では、第１遮断弁と第２遮断弁との両方が
開固着であるときに、燃料圧力傾向が変化しないので、判定不能となる虞がある。
【０００６】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、容易、かつ確実に開固着
の判定ができ、誤判定を避けることができる供給制御装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る供給制御装置は、燃料供給源から内燃機関への燃料ガスの供給を制御する
供給制御装置であって、前記燃料供給源から前記内燃機関までの間に設けられた燃料供給
経路と、前記燃料供給経路に直列に設けられ、少なくとも２つ以上の複数の燃料ガス供給
弁と、前記燃料供給経路の燃料ガスを供給する供給方向において、前記複数の燃料ガス供
給弁の下流側に設けられ、圧力を検知する燃料圧力センサと、前記複数の燃料ガス供給弁
に開閉させる指令を送信する制御部とを備えた供給制御装置であって、前記制御部は、前
記複数の燃料ガス供給弁のうち、いずれか１つの燃料ガス供給弁に閉指令を送信し、他の
全ての燃料ガス供給弁に開指令を送信する開閉指令ステップと、前記開閉指令ステップの
後、前記燃料圧力センサで予め設定された規定値以上の圧力を検知した場合、閉指令を送
信した前記１つの燃料ガス供給弁が開固着であると判定する開固着判定ステップとを含む
開固着チェック制御を実施する構成とされ、前記開固着チェック制御では、前記複数の燃
料ガス供給弁の全てが開固着であるかどうかを判定するまで、閉指令を送信する燃料ガス
供給弁を変更して、前記開閉指令ステップと前記開固着判定ステップとを繰り返すことを
特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る供給制御装置では、前記制御部は、前記内燃機関が始動する際に、前記開
固着チェック制御を実施する構成とされている。
【０００９】
　本発明に係る供給制御装置では、前記制御部は、前記内燃機関が停止する際に、前記開
固着チェック制御を実施する構成とされている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、開固着チェック制御において、燃料ガス供給弁の１つずつに閉指令を
送信することで、個別に開固着の発生有無を判定できる。つまり、燃料供給経路を遮断す
る燃料ガス供給弁が、１つだけに特定できるので、容易、かつ確実に開固着の判定ができ
、誤判定を避けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係る発電システムの概略構成図である。
【図２】開固着チェック制御の処理フローを示すフロー図である。
【図３】燃料ガス供給弁への指令と開固着判定の結果との関係を示す説明図表である。
【図４】発電システムのシーケンスを示す概略説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態に係る供給制御装置および発電システムについて、図面を参
照して説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施の形態に係る発電システムの概略構成図である。
【００１４】
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　発電システムは、燃料供給源１、内燃機関２、および供給制御装置１０で構成されてい
る。
【００１５】
　燃料供給源１は、例えば、燃料ガスを貯蔵するタンクとされているが、これに限定され
ず、燃料ガスを生成および抽出する装置や施設などであってもよい。
【００１６】
　内燃機関２（エンジン）は、内部で燃料ガスを燃焼させて動力を取り出す。具体的に、
内燃機関２は、点火プラグから火花を飛ばす点火制御によって、供給された燃料ガスを燃
焼させ、ピストンを回している。なお、内燃機関２は、これに限らず、温度を低下させる
ための冷却機構や、燃料ガスを供給するタイミングを制御する調整弁などを適宜備えてい
てもよい。内燃機関２で取り出された動力は、電気エネルギーに変換され、外部などへ送
電される。
【００１７】
　供給制御装置１０は、燃料供給経路１１、２つの燃料ガス供給弁１２、燃料圧力センサ
１３、および制御部１４で構成されている。
【００１８】
　燃料供給経路１１は、燃料供給源１と内燃機関２との間を接続しており、供給される燃
料ガスを通す。なお、燃料供給経路１１へは、通常、燃料供給源１から常に燃料ガスが供
給されており、非常時などに燃料供給源１において、燃料ガスの供給が遮断される。
【００１９】
　２つの燃料ガス供給弁１２は、燃料供給経路１１に直列に設けられており、制御部１４
から指令を受けて開閉し、閉じることで燃料ガスの供給を遮断する。なお、以下では説明
のため、燃料供給経路１１で燃料ガスを供給する方向（供給方向）の上流側に設けられた
方を、第１供給弁１２ａと呼び、他方を第２供給弁１２ｂと呼ぶ。本実施の形態において
、第１供給弁１２ａは、通電時に開いた状態となる弁とされ、第２供給弁１２ｂは、通電
時に閉じた状態となる弁とされており、異なるタイプの弁を組み合わせている。したがっ
て、停電などによって電力が供給されなくなると、いずれかの燃料ガス供給弁１２が閉じ
られて、ガス漏れを防ぐことができる。
【００２０】
　燃料圧力センサ１３は、第２供給弁１２ｂの下流側に設けられ、燃料供給経路１１の圧
力を検知する。燃料圧力センサ１３で検知した圧力は、制御部１４に伝えられる。供給制
御装置１０では、燃料圧力センサ１３で検知する圧力に対して、規定値が予め設定されて
おり、規定値以上の圧力を検知すると、燃料供給経路１１を通って内燃機関２へ燃料ガス
が供給されていると判定される。
【００２１】
　制御部１４は、例えば、ＣＰＵであって、燃料ガス供給弁１２に対して、開閉させる指
令を送信する。また、制御部１４は、燃料ガス供給弁１２への指令と、燃料圧力センサ１
３の検知結果とに基づいて、燃料ガス供給弁１２の開固着を判定する開固着チェック制御
を行う。
【００２２】
　なお、内燃機関２は、発電以外の用途に用いられてもよく、供給制御装置１０を発電シ
ステム以外の装置に適用してもよい。
【００２３】
　次に、開固着チェック制御の処理フローについて、図面を参照して説明する。
【００２４】
　図２は、開固着チェック制御の処理フローを示すフロー図である。
【００２５】
　燃料ガス供給弁１２は、制御部１４からの指令を受けて開閉する構成とされているが、
様々な要因によって故障する可能性があり、指令に反して動かなくなる場合がある。本実
施の形態では、特に、開固着の発生を問題としており、開固着チェック制御を実施するこ
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とで、開固着の有無を確認している。
【００２６】
　開固着チェック制御では、常に、燃料供給源１から燃料ガスが供給されている。つまり
、いずれか１つの燃料ガス供給弁１２が実際に閉じていると、内燃機関２には、燃料ガス
が供給されず、燃料圧力センサ１３は、規定値以上の圧力を検知しない。
【００２７】
　ステップＳ０１では、燃料ガス供給弁１２のうち、１つへ閉指令を送信し、残りの燃料
ガス供給弁１２へ開指令を送信する。つまり、本実施の形態では、第１供給弁１２ａに閉
指令を送信した場合、第２供給弁１２ｂに開指令を送信する。なお、制御部１４は、この
開閉指令ステップにおいて、いずれの燃料ガス供給弁１２に閉指令を送信したか記憶して
いる。
【００２８】
　ステップＳ０２では、制御部１４によって、燃料圧力センサ１３で検知した圧力が規定
値を超えているかどうかを判断する。なお、圧力の判断をする際には、燃料ガス供給弁１
２を閉じてから、燃料ガスが確実に遮断されるまで待機してもよく、本実施の形態では、
ステップＳ０１の後、１秒経過してから、ステップＳ０２の開固着判定ステップへ移行し
ている。その結果、圧力が規定値を超えている場合には（ステップＳ０２：Ｙｅｓ）、ス
テップＳ０３へ進む。一方、圧力が規定値を超えていない場合には（ステップＳ０２：Ｎ
ｏ）、ステップＳ０４へ進む。
【００２９】
　ステップＳ０３では、制御部１４によって、閉指令を送信した燃料ガス供給弁１２が、
開固着であると判定し、処理を終了する。つまり、閉指令を送信した燃料ガス供給弁１２
が正常に動作した場合には、燃料供給経路１１を遮断しているはずであるのに、規定値以
上の圧力を検知したということは、燃料ガスが燃料供給経路１１を流れていることを示し
ている。したがって、燃料ガス供給弁１２が動作せずに、開固着が発生していると判定で
きる。
【００３０】
　ステップＳ０４では、制御部１４によって、閉指令を送信していない燃料ガス供給弁１
２が、存在するかどうかを判断する。ここでは、一連の開固着チェック制御において、閉
指令を送信したかどうかを判断しており、これより前に行った開固着チェック制御の内容
は考慮しない。具体的に、２つの燃料ガス供給弁１２のうち、一方のみ動作を確認した状
態であれば、閉指令を送信していない燃料ガス供給弁１２が存在すると判断し、両方の動
作を確認した状態であれば、閉指令を送信していない燃料ガス供給弁１２が存在しないと
判断する。その結果、閉指令を送信していない燃料ガス供給弁１２が存在する場合には（
ステップＳ０４：Ｙｅｓ）、ステップＳ０５へ進む。一方、閉指令を送信していない燃料
ガス供給弁１２が存在しない場合には（ステップＳ０４：Ｎｏ）、ステップＳ０６へ進む
。
【００３１】
　ステップＳ０５では、制御部１４によって、閉指令を送信する燃料ガス供給弁１２を変
更し、ステップＳ０１へ戻る。ここでは、複数の燃料ガス供給弁１２のうち、ステップＳ
０４において、閉指令を送信していないと判断された燃料ガス供給弁１２に変更して、開
閉指令ステップへ移行する。
【００３２】
　ステップＳ０６では、制御部１４によって、全ての燃料ガス供給弁１２が、正常である
と判定し、処理を終了する。
【００３３】
　上述したように、制御部１４は、複数の燃料ガス供給弁１２のうち、いずれか１つの燃
料ガス供給弁１２に閉指令を送信し、他の全ての燃料ガス供給弁１２に開指令を送信する
開閉指令ステップと、開閉指令ステップの後、燃料圧力センサ１３で規定値以上の圧力を
検知した場合、閉指令を送信した燃料ガス供給弁１２が開固着であると判定する開固着判
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定ステップとを含む開固着チェック制御を実施する。そして、開固着チェック制御では、
複数の燃料ガス供給弁１２の全てが開固着であるかどうかを判定するまで、閉指令を送信
する燃料ガス供給弁１２を変更して、開閉指令ステップと開固着判定ステップとを繰り返
している。したがって、開固着チェック制御において、燃料ガス供給弁１２の１つずつに
閉指令を送信することで、個別に開固着の発生有無を判定できる。つまり、燃料供給経路
１１を遮断する燃料ガス供給弁１２が、１つだけに特定できるので、容易、かつ確実に開
固着の判定ができ、誤判定を避けることができる。
【００３４】
　本実施の形態では、ステップＳ０５からステップＳ０１へ戻る際、全ての燃料ガス供給
弁１２に対し閉指令を送信して、燃料ガス供給弁１２を閉じさせている。つまり、全ての
燃料ガス供給弁１２が正常に動作している際には、開固着チェック制御において、いずれ
か１つの燃料ガス供給弁１２が閉じているので、燃料ガスを遮断した状態が維持される。
なお、本発明はこれに限らず、ステップＳ０５の後、即座にステップＳ０１へ移行しても
よい。
【００３５】
　また、ステップＳ０３の後、処理を終了せずに、ステップＳ０４へ移行してもよい。つ
まり、開固着であると判定した燃料ガス供給弁１２を記憶したうえで、他の燃料ガス供給
弁１２のチェックを実施する。この場合には、他の燃料ガス供給弁１２のチェックが完了
したとき、燃料ガス供給弁１２に開固着が発生していることを示すアラームなどを通知す
ればよい。
【００３６】
　図３は、燃料ガス供給弁への指令と開固着判定の結果との関係を示す説明図表である。
【００３７】
　図３では、燃料ガス供給弁１２に対する開閉指令と実際の動作とをまとめた結果を示し
ている。圧力については、規定値以上の圧力を検知すると「有」とし、規定値より低い圧
力を検知すると「無」としている。図３に示すように、ケースＡないしケースＣでは、制
御部１４からの閉指令に反して、燃料ガス供給弁１２が開いた状態となっているので、圧
力検知が「有」となり、開固着が発生していると判定される。ケースＤないしケースＦは
、ケースＡないしケースＣと同じ指令がされているが、指令されたとおりに動作している
ので、燃料ガス供給弁１２が正常であると判定される。
【００３８】
　本実施の形態では、燃料ガス供給弁１２を２つとしたが、これに限定されず、３つ以上
の燃料ガス供給弁１２を備えた構成としてもよい。燃料ガス供給弁１２の数を増やした場
合であっても、開固着チェック制御の内容は同じであるので、説明を省略する。
【００３９】
　次に、発電システムの動作の概略を示すシーケンスについて、図面を参照して説明する
。
【００４０】
　図４は、発電システムのシーケンスを示す概略説明図である。
【００４１】
　発電システムは、大まかに分類すると、起動準備、運転中、停止準備、再起動待ち、お
よび待機中の５つの状態を遷移する構成とされている。
【００４２】
　起動準備は、発電システムの運転開始時に遷移する状態とされており、起動準備の初期
状態では、内燃機関２が停止している。
【００４３】
　自己チェックは、発電システムの動作の確認をしており、起動準備の最初に実施される
。具体的に、制御部１４は、内燃機関２が始動する際に、開固着チェック制御を実施する
。したがって、内燃機関２を始動する際に、開固着の発生有無を確認することで、開固着
が発生した状態での内燃機関２の始動を、中止させることができる。内燃機関２の始動を
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中止させた際には、待機中へ遷移したり、発電システムの異常を示すアラームを通知した
りする。アラームについては、「レベル」などの段階が設定されており、「レベル」に応
じて、通知の内容や方法などを変えてもよい。自己チェックが完了した後は、エンジンを
起動させて、運転中に遷移する。
【００４４】
　運転中は、発電システムから送電している状態とされている。
【００４５】
　停止準備は、発電システムからの送電を停止し、エンジンを停止させる状態とされてい
る。具体的には、エンジンクールダウンとエンジン停止確認とのステップで構成されてい
る。
【００４６】
　エンジンクールダウンでは、エンジンを停止させる前に、各部の動作を停止させて、エ
ンジンの停止に向けた準備をする。
【００４７】
　エンジン停止確認では、エンジンが実際に停止しているかどうかを確認しており、本実
施の形態では、１５秒経過後に停止が確認できなければ、異常を通知する。
【００４８】
　再起動待ちは、アラームを通知するなど、発電システムに異常が生じたときや、停止準
備の後に遷移する状態とされている。ここでは、内燃機関２への点火制御が停止されてお
り、燃料ガスを燃焼させないようにしている。
【００４９】
　本実施の形態では、再起動待ちに遷移した際、燃料ガス供給弁１２の開固着をチェック
する。つまり、制御部１４は、内燃機関２が停止する際に、開固着チェック制御を実施す
る。このように、内燃機関２を停止する際に、開固着の発生有無を確認することで、開固
着の発生によって内燃機関２が停止していないことを検知できる。
【００５０】
　なお、ここでの開固着のチェックは、図２に示す処理に限らず、異なる処理を実施して
もよい。具体的には、第１供給弁１２ａおよび第２供給弁１２ｂの両方に閉指令を送信し
、１０秒経過した後、燃料圧力センサ１３で圧力を検知する。ここで、図３のケースＣの
ように、規定値以上の圧力が検知されれば、第１供給弁１２ａおよび第２供給弁１２ｂに
開固着が発生していると判定する。
【００５１】
　待機中は、発電システムを停止させた際に遷移する状態とされており、正規の手順で停
止させたときに限らず、レベル７のアラームが発生したときに遷移する。なお、レベル７
のアラームとは、重大な事態に通知されるものであるが、どの程度のレベルのアラームで
発電システムを停止させるかは適宜設定すればよい。また、待機中に対しては、いずれの
状態からであっても遷移するように設定されている。
【００５２】
　また、開固着が発生した際に通知するアラームは、状況に応じて内容が異なっていても
よく、開固着している燃料ガス供給弁１２の数や、内燃機関２の動作状況を併せて、通知
してもよい。
【００５３】
　なお、今回開示した実施の形態は全ての点で例示であって、限定的な解釈の根拠となる
ものではない。従って、本発明の技術的範囲は、上記した実施の形態のみによって解釈さ
れるものではなく、特許請求の範囲の記載に基づいて画定される。また、特許請求の範囲
と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれる。
【符号の説明】
【００５４】
　１　燃料供給源
　２　内燃機関
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　１０　供給制御装置
　１１　燃料供給経路
　１２　燃料ガス供給弁
　１２ａ　第１供給弁
　１２ｂ　第２供給弁
　１３　燃料圧力センサ
　１４　制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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